
議題(2)

次期中期推進項目について
【協議事項】
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なお、３月幹事会における決議事項とする予定です。

2019～20年度に重点的に取り組む方針について協
議していただきたい。
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議題(2) 次期中期推進項目について【協議事項】

・ 中期推進項目とは、常に変化していく社会経済情勢
を踏まえ、２年にわたって重点的に取り組む方針

・ 幹事の任期に合わせ、２年ごとに策定

・ 企画運営グループが素案を検討

・ 主な方向性を示すこととした。
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議題(2) 次期中期推進項目について【協議事項】

（旧）2017～2018年度 （新）2019～2020年度案

① 情報リテラシー・情報セキュリティの普及推進

若年層を中心とした急速なＩＣＴ機器の普及に加え、生活のあらゆる場

面で新しいＩＣＴサービスが次々に提供され、ＩＣＴ利用者の裾野が急激に

広がった一方で、利用者の情報リテラシー・情報セキュリティの普及は、未

だ十分とは言えないことから、今後とも重点的に、県民向けの普及推進を

図る。

また、企業にとっても情報セキュリティリスクが高まる中で、特に中小企

業はその対策が遅れているという状況にあることから、関係機関・団体等

と協力して、対応が困難である中小企業の情報セキュリティ対策の重要性

について普及啓発を進める。

② ＩＣＴ利活用普及推進

ＩＣＴ利用初心者はもとより、十分な利活用に至っていない方に対し、趣

味、買物、健康、安全、見守りなど、生活の様々な場面で、ＩＣＴの恩恵を

十分に受けられるよう、ＩＣＴ機器やＩＣＴサービスの普及動向や利用者

ニーズに対応した、より効果的な普及推進を図る。

③ 県民が実感できる効果的なＩＣＴの利活用促進

医療・福祉、健康増進、観光、農林水産業や商工業等において、県民が

「効果を実感できるＩＣＴの利活用」促進に資するため、ＩＣＴの先進的な利

活用事例の調査や佐賀県内の企業、自治体、大学などの産学官の連携

を促して、ＩＣＴを活用した「仕組み」を検討し、きっかけとなる取組の企画

立案を行う。

また、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ブロックチェーン、オープンソースソフト

ウェアなど、刻々と進化する最先端の技術や社会情勢、国の動向等につ

いて、情報収集等を行い、県民、県内中小事業者等に提供する。

① 情報セキュリティ普及啓発

ＩＣＴ機器の発展及び社会におけるＩＣＴサービスの利活用が多方

面で急速に進んでいる。そのような情報化社会の中、個人、企業と

もにＩＣＴ機器・サービスの正しい理解、特に情報セキュリティ対策の

重要性が高まってきていることから、その普及啓発活動を関係機関・

団体等と協力し進める。

② ＩＣＴ利活用普及推進

県民のＩＣＴ利活用による幸福感の向上を目的として、ＩＣＴ利活用

事例の調査やＩＣＴを活用した「仕組み」を検討し、ＩＣＴの更なる利活

用のきっかけとなる取組や普及のための企画立案を行う。

また、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、キャッシュレス、５Ｇなどの最先端技

術や社会情勢などの情報収集等を行い、県民、県内事業者等に広

報し、普及推進を図る。



議題(3)
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なお、３月幹事会における決議事項とする予定です。

来年度の事業の種類及び内容について協議していた
だきたい。

来年度事業の方向性について

【協議事項】
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議題(3) 来年度事業の方向性について【協議事項】

来年度への繰越金額の減少に伴い、来年度予算額は3,300千円
（対前年比△1,418千円）を見込む。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度（案）
予算額の推移 5,901千円 5,668千円 5,261千円 4,718千円 3,300千円
繰越額の推移 2,853千円 2,659千円 2,296千円 1,771千円 500千円
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議題(3) 来年度事業の方向性について【協議事項】

１．ＩＣＴに関する講演会等（中期推進項目①②）
→ 今年度と同様の方向性で実施

２．ＩＣＴ普及啓発事業
①情報セキュリティ事業（中期推進項目①）
→ 情報セキュリティの普及推進を軸に、今年度と同様の
方向性で実施

②ＩＣＴ普及に関する講習会（中期推進項目①②）
→ 高情協が主催する講習会は廃止

（理由）
初心者を対象とした講習会は、高情協の直接的活動としては行わず、支援を
行うこととする。現状においても、市町、ＮＰＯ法人、企業などを問わず様々な
教育の場はあることから、高情協としては、県民に近い存在である市町や公民
館及びＮＰＯ法人が行うことが理想であると考え、それら実施団体の支援を行
うこととする。
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議題(3) 来年度事業の方向性について【協議事項】

※この他にも、新たな事業のアイデアを出していただきたい。

③ＩＣＴ利活用促進調査研究（中期推進項目②）
→ 今年度と同様にキャッシュレスの普及・啓発を中心に実施
（H30年度の電子決済の普及・啓発事業をここに組み込む。
大学でのキャッシュレス教育は続けたい。）

④ＩＣＴ利活用推進団体支援事業（中期推進項目②）
→ 今年度と同様の方向性で実施

⑤ネットワーク・広報事業（中期推進項目①②）
→ 今年度と同様の方向性で実施

なお、①～⑤の他、年度途中において新しい事業の提案があっ
た場合は、規約に基づき、幹事会に諮り、会長専決とし、翌年度
の総会で報告を行う。
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議題(3) 来年度事業の方向性について【協議事項】

１ 情報リテラシー・セキュリティ事業

２ ICT普及に関する講習会

３ ICT利活用促進調査研究

４ ICT利活用推進団体支援事業

５ ネットワーク・広報事業

６ 電子決済の普及・啓発事業

（移行）

Ⅰ ICTに関する講演会等

Ⅱ ICT普及啓発事業

７ 創立30周年記念事業

Ⅲ 幕末維新博の気運醸
成・協力

１ 「維新博サポーター」登録

２ 維新博のＰＲ

（廃止）

（H30単年度事業）

（H30単年度事業）

（H30単年度事業）



議題(4)
規約の変更について

【協議事項】
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なお、３月幹事会における決議事項とする予定です。

規約の変更について、協議していただきたい。
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議題(4) 規約の変更について【協議事項】

◆幹事会の議決方法について

【事務局案】（規約）第12条に第４項及び第５項を追加
１ 幹事会は、幹事をもって構成し、別に定める事項について
審議する。
２ 幹事会の長として、幹事会座長を互選によって選出する。
３ 幹事会は、原則として年間３回程度開催するが、その他必
要に応じて開催できるものとする。
４ 幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立する。
５ 幹事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のとき
は幹事会座長の決するところによる。

（理由）

幹事会の議決方法については規定がない。今後、疑義が生じる可能性があ
るため、総会の議決の規定と同様に、幹事会出席者の過半数で決するという
規定を作った方がいいと思われる。



議題(5)
来年度第１回ＩＣＴ利活用

講演会について
【決議事項】
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講演会のテーマ選定について決議していただきたい。
また、講師の推薦をお願いしたい。



来年度第１回 Ｉ Ｃ Ｔ利活用
講演会テーマ候補（案 ）

◦ＡＩ ◦ＩｏＴ
◦キャッシュレス
◦５Ｇ・ワイヤレス（今年度新たな話題）

38

５月下旬 定期総会の後に開催、60分を想定

議題(5) 来年度第１回ＩＣＴ利活用講演会について【決議事項】

※本年度アンケートの上位３つ（ＡＩ、ＩｏＴ、キャッシュレス）に加
え、特に話題になり始めた「５Ｇ・ワイヤレス」を候補に挙げたい。
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（参考）
H30年度講演終了後のアンケート結果（5/29、10/16）
① ＡＩ 32＋28＝60人
② ＩｏＴ 29＋16＝45人
③ キャッシュレス （10月のみ）41人
④ 情報セキュリティ 18＋11＝29人
⑤ クラウドコンピューティング 19＋４＝23人
⑥ ブロックチェーン ９＋12＝21人

第１回 第２回

H30年度 キャッシュレス、第４次産業革命 佐賀県の先進性

H29年度 ＩｏＴ 地元企業オプティムの取組（ＡＩ、ＩｏＴ含む）

H28年度 情報セキュリティ 防災×ＩＣＴ

H27年度 情報セキュリティ テレワーク ※第３回森本ＣＩＯの５年

H26年度 Ｏ２Ｏ シェアリング

※過去５年間の講演会テーマ



４ その他
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(1 ) 次期幹事・各グループ
構成員の公募について
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その他(１) 次期幹事・各グループ構成員の公募について

＜佐賀県高度情報化推進協議会幹事会設置・運営規程から抜粋＞

（設置）
第２条 幹事は、佐賀県高度情報化推進協議会の会員から推薦を含む公募
を通じて選出する。
２ 公募は、別表の区分に基づき、「メディア・通信・電器など」「ソフトウェア・情
報処理サービスなど」「市民社会組織・個人」「各種団体・学校」「地方自治
体・特別会員」のグループごとに行う。
３ 公募の結果をもとに各グループより５名程度を選出し全体で２５名程度の
幹事を決定する。
４ 「地方自治体・特別会員」グループについては、市から１名、町から１名の幹
事を選出する。

幹事会設置・運営規程の確認（抜粋）
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その他(１) 次期幹事・各グループ構成員の公募について

◎自薦、他薦は問いません。どうぞ、よろしくお願いします。

＜１月２８日現在における応募会員＞
「メディア・通信・電器など」
九州電力株式会社佐賀支社（松崎様）
「ソフトウェア・情報処理サービスなど」
株式会社九州コーユー（泓原様）
「市民社会組織・個人」
NPO法人シニアネット佐賀（香月様）
「各種団体・学校」
応募なし
「地方自治体・特別会員」
応募なし

合計 （ ３ ）会員

【２01９～2０年度幹事改選の公募期間】

平成３１年１月１５日（火）～２月１５日（金）
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その他(１) 次期幹事・各グループ構成員の公募について

各グルーブ設置要綱

＜佐賀県高度情報化推進協議会企画運営グループ設置要綱から抜粋＞

（組織）
第３条 企画運営グループの構成員は、高情協の会員のうち参加を希望する
者とし、５名程度とする。
構成員の任期は、幹事の任期と同一とする。

＜佐賀県高度情報化推進協議会広報グループ設置要綱から抜粋＞

（組織）
第３条 広報グループの構成員は、高情協の会員のうち参加を希望する者と
し、５名程度とする。
構成員の任期は、幹事の任期と同一とする。
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その他(１) 次期幹事・各グループ構成員の公募について

◎どうぞ、よろしくお願いします。

【２01９～2０年度各グループ構成員の公募期間】

平成３１年１月１５日（火）～２月１５日（金）

＜１月２８日現在における応募会員＞
◎企画運営グループ
株式会社九州コーユー 泓原様

合計 （ １ ）会員

◎広報グループ
応募なし

合計 （ ０ ）会員
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４ その他

(2) 第４回幹事会開催日程
について
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・・・ 第４回幹事会開催日（３月13日（水）10：00～12：00）
※場所は「アバンセ 第１研修室」

補助事業完了期日16日 ネットの安全・安心けいはつ
コンクール表彰式

シンポジウム第３回幹事会
（本日）

・ＩＣＴ利活用促進調査研究（羽石幹事）、ＩＣＴ利活用推進団体支援事業
（ＳＩＡ佐賀・シニアネット佐賀）の報告会を行っていただきますので、よろし
くお願いします。

3/2～3 情報モラル啓発イベント

その他(２) 第４回幹事会開催日程について


